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都市のデザイン
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１．都市の風景計画（欧米）

(1) ヨーロッパの景観基準は具体的
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1)街路の物理的環境を一定水準に維持保全する
ことに端を発した建築線や道路斜線の制限

街路に面したファサード（建物のおもて面）の位置やプロ
ポーションの規定（パリ）

建物の形態（階数、軒高、建ぺい率、隣棟間隔、建築様
式など）の詳細な規定（ドイツの各都市）

広場や空地などのパブリックスペースの景観保全

屋外広告物や工作物の規制
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2) 都市の重要なモニュメントや歴史的地区を保
全することを目的とした計画的規制

都市内に残された歴史的建造物などのランドマークの
保全

歴史的建造物などを都市の景観資源として評価

モニュメントの周辺にこれと調和する環境を保全するた
めの規制
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3) 都市内外のランドマークを望む眺望、もしくは
ランドマークからの眺望を保全するための計画

都市に特色をもたらしている眺望と視点場を戦略的に
選択し、その保護を通じて都市のアイデンティティの保
全を図る。

ランドマークに対する眺望を遮らないように手前や後背
地区の最高高さを段階的に規制（フュゾー規制；パリ）
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4) 都市を取り巻く周辺地域まで取り込んだ風景
の保全計画

都市を遠望できる周辺部からの都市の風景と一体と
なった農地の保全（都市の外側からの眺望）

都市内部から眺望できる周辺の自然環境としての川や
山並みの眺望の保護
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１．都市の風景計画（欧米）

(2) 個人の財産権の制限について
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個人の財産権の制限について

1) ヨーロッパ

国土の風景を保全することは国家的責務

⇒ 都市は文化的な作品であり、都市内の開発権は所
有者のみに帰属するものではない。

⇒ 風景を保全するために個人の財産がある程度制限
されるのは当然
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個人の財産権の制限について

2) アメリカ

財産は個々人が自らの手で守り抜くものである。

⇒ 土地の合理的利用の側面などから、合憲的な網を
かぶせた。（20世紀初頭からの判例の積み重ね）

⇒ 美観規制は公共の福祉の一部

⇒ 視覚的公害の除去

⇒ 周辺自然環境と調和した美観に価値を
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２．都市の風景計画（日本）
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(1) 日本の景観基準は精神論的

わが国の市街地は、1960年代からのほぼ30年間でつく
られたといっても過言ではない。
近代建築が無秩序に建ち並ぶ都心部

郊外の新興住宅地開発

歴史的経緯を踏まえない独善的な開発（商業的視点を重視した開
発）

個人の価値観・審美眼のみにもとづいた住居の設計

多くの自治体で景観基準を作成しているが、建築物など
のデザインに具体的な基準を提示している例はきわめ
て稀で、ほとんどが「周囲の景観に配慮した計画とする
こと」という精神論的表現で終わっている。
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(2) 強制力を持たない景観規制

各種の景観規制は確固たる強制力を有していない。

景観を論拠とした規制を行うための法的理論的枠組みの構築が遅
れている。

景観形成のための協議の仕組みが不透明。

地図上に具体的な景観規制を示していない。

建築の許認可プロセスの中に景観行政をどのように組み込んでい
くかが定式化されていない。

個々の建築行為に関して後追い的に誘導を行う対応に終始
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(2) 強制力を持たない景観規制

総合的な視点であらかじめ望ましい地区の風景像を提
起し、それを規制誘導の具体的根拠とするような仕組み
が欠落している。

景観法の施行
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連続する街並み・空間の美しさが
都市美をつくる
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連続性のある都市空間

一つの建築、一つの公園がいかに美しくあるいは個性
的な空間を実現していても、それだけでそこに都市の趣
が感じられることにはならない。ある種の空間が連続し
て存在するとき、そこに我々は都市の趣を感じ取ってい
る。街並みの美しさは、建築物やオープンスペースが連
続してつくる美しさのことである。

時代を経ることによって取捨選択されてきた生活の知恵
と審美眼の結果がそこに蓄積されているとき、我々はそ
こにある種の個性、統一感、すなわち「空間の連続性」
を感じ取る。
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空間の連続性

建築物の様式や素材、町割や地形、樹木などに見られ
る物理的・空間的な歴史の継承・変遷物理的・空間的な歴史の継承・変遷

生活のルールや習慣など、人々の生活、営みに現れる
街のアクティビティの継承・変遷街のアクティビティの継承・変遷
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街のアクティビティの継承・変遷

まちの活力の表現としての夜景 （環境面から見ると好（環境面から見ると好
ましいことではないが、人々を元気づける力はある）ましいことではないが、人々を元気づける力はある）



Hiroyuki Miura



Hiroyuki Miura



Hiroyuki Miura



Hiroyuki Miura



Hiroyuki Miura



Hiroyuki Miura



Hiroyuki Miura



Hiroyuki Miura



Hiroyuki Miura



Hiroyuki Miura



Hiroyuki Miura



Hiroyuki Miura

街のアクティビティの継承・変遷

まちの活力の表現としての煩雑さ （景観面から見ると（景観面から見ると
一見好ましいことではない様に見えるが、その景観がそ一見好ましいことではない様に見えるが、その景観がそ
のまちの個性を表現しているのであれば、これもアのまちの個性を表現しているのであれば、これもア
リ？）リ？）
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街のアクティビティの継承・変遷

まちの活力の表現としての高さ （統一感のない多数の（統一感のない多数の
建物があるよりも、それらを一つの高層建築に集約した建物があるよりも、それらを一つの高層建築に集約した
方が景観面から見ると好ましいこともある）方が景観面から見ると好ましいこともある）
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都市を美しいと感じるとき、そこには何らかの統一感が
あり、その全体像がイメージされる。

統一感をもたらしている多くの場所があり、それらに共
通する個性が見出される。
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空間の連続性を保ち、
豊かな都市景観を創り出すには
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(1) 建築デザインの主張をコントロール

建築が周囲から孤立した存在となって、そのデザインは
建築家の表現力を顕示する対象となった。

周囲の街並みから孤立して自由なデザインに

デザインコントロールが必要
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(2) 商業主義と個人主義による
連続性の欠如をなくす

商業地の都市デザインの目指す方向は「差別化」であり、
“いかにして周囲との連続性を断ち切ってそこに別世界
を出現させるか”、“人目を引く店作りができるか”にポイ
ントが置かれている。

住宅地をつくるときも、多くの人々が規制のない自由を
主張する。規制があることによって自由裁量の余地が
狭まることを嫌う。

隣近所の建物でも、建物の形状・色彩に相互の関連
性・共通性はまったくない。

このような連続性を欠如させる空間づくりをやめること
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